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危機管理の基本

１ 事件・事故の予知と予測

●保育施設での事故の特徴

①子供は身体機能が未熟で判断能力が乏しく、

突発的事故が起きやすい。保育士にも予見が

難しく近くにいてもコントロールしにくい。

②様々な事故の形態があり得る

（転倒、誤飲、交通事故、熱中症、子供同士のトラブ

ル、個人情報、等々）

③事故関係者同士が赤の他人ではなく、友人知人

など人間関係がある場合も多い



危機管理の基本

１ 事件・事故の予知と予測

●保育事故を全て無くすことは難しく、

いつどこでも起こり得ると認識する

こと

→事故予防と事前のリスク管理を行う

必要



危機管理の基本

１ 事件・事故の予知と予測

●情報収集の重要性

（過去の事件・事故の発生例・原因・対応の学習）

→「特定教育・保育施設等における事故情

報データベース」 （内閣府ＨＰ）

●園内での情報の共有化

（ヒヤリ・ハット事例の報告）



危機管理の基本

２ 事件・事故の回避

●園児それぞれの体調や動静の把握

●日頃からの施設・設備に関する定期的点検

●保護者、地域との連携・協力・相互理解

●危機管理意識

（ちょっとした変化への問題意識をもつ）



危機管理の基本

２ 事件・事故の回避

●事件・事故の危機管理マニュアルの作成
・最悪の事態を想定して作成する
・応急処置
・緊急時の責任者、職員各人の役割の確認
・緊急時の連絡体制、連絡先の確認
・事故状況の記録
・ただ作成するだけでなく職員に周知、
理解してもらう

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時

の対応のためのガイドライン」 （内閣府ＨＰ）



危機管理の基本

２ 事件・事故の回避

●職員で事件・事故発生を想定した検討会・
シミュレーションを行ってみる

●職員間の報告、連絡、相談の習慣化



危機管理の基本

３ 事件・事故への対応

●被害を最小限に食い止める

●園児の安全を最優先に



危機管理の基本

３ 事件・事故への対応

●被害者保護者への迅速な説明及び意思の
尊重

●相手との面談、相手の言い分を遮らず
傾聴することの重要性

●職員個人の判断での対応はなるべく避ける

●職員間の情報の共有化



危機管理の基本

３ 事件・事故への対応

●職員間の情報の共有化

●迅速かつ誠実な情報開示

●個人情報、プライバシーへの十分

な配慮



危機管理の基本

３ 事件・事故への対応

●保護者等への対応
（緊急保護者会の開催：園からの情報発信（憶

測、風評の拡散防止）（何故開催し、何をど

のように伝えるか明確な方針をもって臨む）

●迅速かつ誠実な情報開示

●個人情報、プライバシーへの十分な配慮



危機管理の基本

３ 事件・事故への対応

●報道機関への対応

・公開できる情報とできない情報を区別し、

誠実に対応

・多くの取材が予想される場合は園児・保護

者・園への混乱防止のため取材方法につい

て申し入れしたり、別途記者会見を行うな

どする

・予想される質問には統一的な回答を用意し

ておく）



危機管理の基本

４ 事件・事故の再発防止

●事件事故の発生原因を様々な角度から

分析し、職員間で共有化する



保育事故の責任

１ 道義的・社会的責任

法的義務と対比されるもの

子供を預かっていた保育者として
責任を感じ申し訳なく思う心の問
題

謝罪すべきか否かの問題

世間的な評判



保育事故の責任

２ 行政上の責任

許認可等を行う行政からの処分

（指導、改善命令等）



保育事故の責任

３ 刑事上の責任

●業務上過失致死傷罪、保護責任

者遺棄罪など

●責任を問われる対象は、保育士、

園長などの個人



保育事故の責任

４ 民事上の責任

●金銭的な損害賠償責任

●責任を問われる対象は、組織とし

ての保育サービス事業者（法人）

や、保育士、主任、園長、役員

などの個人



保育事故の責任
４ 民事上の責任

●責任の種類
①不法行為責任

故意または過失により、相手の身体、生命、財産

その他の利益に損害を与えたことに対する賠償責

任

＜不法行為責任の特別な類型＞

・使用者責任

（不法行為を行った者を使用する者の賠償責任）

・工作物責任（施設、設備などの欠陥に基づく賠償責任）

・責任無能力者（幼児など判断能力の無い者）の監督義務

者等の責任



保育事故の責任

４ 民事上の責任

●責任の種類

②債務不履行責任

保育サービス事業者と子ども（親権者）と

の、保育サービスの提供契約に基づいて、

保育サービス事業者が負う契約上の賠償責

任



保育事故の責任

４ 民事上の責任

●責任の有無・程度

・安全配慮義務

・過失

・過失相殺



保育事故の責任

４ 民事上の責任

●賠償額

・内容

治療費、入院雑費、交通費、逸失利益、慰謝料等

・高額となるため、保険加入は必須



保育事故の責任
４ 民事上の責任

●賠償額

逸失利益（一例）

３歳男子の例（令和２年４月１日以降の事故）

・死亡逸失利益

5,459,500×(1-0.5)×16.3686 =44,682,185円

（令和２年賃金センサス男子学歴計全年齢平均の年収×生活費控除率

×ライプニッツ係数）

・後遺障害（９級）逸失利益

5,459,500×0.35×16.3686 =31,277,530円

（令和２年賃金センサス男子学歴計全年齢平均の年収 ×労働能力喪失率

×ライプニッツ係数）



保育事故における各種事例

１ 熱中症事故

＜市立保育所に入所中の児童が保育所内で熱中
症で死亡した事故について、保育士に重大な
過失があったとして市の国家賠償責任が認め
られた事例＞

（さいたま地判平成２１年１２月１６日・判例時報２０８１・
６０）

・保育者の負うべき園児の動静把握義務

・被害者遺族に対する対応のまずさ
（慰謝料額で考慮）



保育事故における各種事例
２ 誤嚥事故

＜隣室で作業中で気づかずに、乳幼児が吐瀉物で
窒息死した事故について、保育所側に監視義務
違反があるとして損害賠償責任が肯定された事
例＞

（千葉地判平成５年１２月２２日判決・判例時報１５１６・１０５）

・保育者の負うべき注意義務
（乳幼児の監視義務）

（※誤嚥事故で監視義務違反を認めなかった事例：

東京地判平成４年６月１９日・判例時報１４４４・８５）



保育事故における各種事例

３ 睡眠中の事故

①＜うつぶせで寝かせた後、注視義務を
怠ったとされた２つの事例＞

（那覇地判平成２５年４月３０日・ＬＬＩ／ＤＢ判例秘書登載）

（福岡高判平成１８年５月２６日・判例タイムズ１２２７・２７９）

・うつぶせの態勢で寝かせたことにより、
布団等に顔がうずまったり、窒息の危険
があるなど大変危険であり、乳児の顔色
が見にくく急に具合が悪くなっても気づ
きにくい



保育事故における各種事例

３ 睡眠中の事故

②＜６人の乳幼児を１つの大人用ベッド
に寝かせながら、その動静を注視すべき
義務を怠ったとされた事例＞

（千葉地裁平成４年３月２３日判決・判例時報１４
４３・１３３）

・０歳から３歳までの乳幼児６人を一つ
の大人用ベッドに寝かせるという、それ
自体極めて危険な保育を行っていた



保育事故における各種事例

３ 睡眠中の事故

③＜睡眠時無呼吸状態となり障害が
残った事案で保育者の責任を認めな
かった例＞

（横浜地裁川崎支部平成２６年３月４日判決・判例
時報２２２０号８４頁）



保育事故における各種事例

４ やけど事故

＜保育園内における保育園児の火傷事故
につき、熱湯入りのバケツを運搬してい
た保育士に、重大な過失があつたとされ
た事例＞

（盛岡地裁一関支部昭和５６年１１月１９日判決・
判例タイムズ460･126）

・事故を防止するために保育者に求め
られる、事故発生を予測すべき義務（予
見義務）と事故発生を回避すべき義務
（結果回避義務）



保育事故における各種事例

５ 遊戯中の事故

①＜幼稚園の昼食終了後、幼稚園ホール
で友達と遊んでいて、ホール内に置いて
あった移動式舞台に顔面を強打した事故
について、幼稚園に対する損害賠償請求
を認めた事例＞

（東京地裁平成１９年５月１０日判決ＬＬＩ／ＤＢ
判例秘書登載）

・ホール内には移動式舞台や平均台等が
置いてあり、ホール内で園児らの遊びを
見守っている教諭がいなかった。



保育事故における各種事例

５ 遊戯中の事故

②＜幼稚園児の保育中の遊戯の際に転倒
して負傷した事故について、幼稚園の担
当教員及び経営者に対する損害賠償責任
を認めなかった事例＞

（東京地裁平成１９年５月２９日判決ＬＬＩ／ＤＢ
判例秘書登載）

・遊戯中の転倒による負傷について、転
倒回避義務の違反、危険物等を排除して
おく義務の違反、人員配置義務の違反の
主張がされた



保育事故における各種事例

６ 交通事故（踏切事故）

＜保育園児の電車踏切事故死について
引率の保育士に過失があるとされた事
例＞

（京都地裁昭和４６年１２月８日判決・判例時報６
６９・８９）

・園児を引率し踏切を横断する際に保
育士に求められる注意義務



保育事故における各種事例
７ 遊具等による事故

①＜市立保育園で帰宅前の園児が滑り台の周りにカ
バンの紐を引っかけて窒息死した事故につき市に
対する損害賠償請求が認容された事例＞

（松山地裁昭和４６年８月３０日判決・判例時報６５２・６９）

・施設、設備（滑り台）の欠陥（営造物の設置又は
管理の瑕疵）が問われた事例。欠陥とは、

「通常の利用者の判断能力や行動能力、設置された場所の環境
などを具体的に考慮して、物が本来備うべき安全性を欠いて
いる状態をいう」

・保育士の注意義務違反



保育事故における各種事例

７ 遊具等による事故

②＜危険な用水路を放置して事故が発生した
ことについて、園の管理者や教諭の責任が
認められた事例＞

（千葉地裁平成２０年３月２７日判決・判例時報２
００９・１１６）



保育事故における各種事例

８ 子どもによる傷害

＜保育園内において園児が同僚の園児から板切れを
投げつけられて受傷した事故につき、同園の園長
および加害園児の親権者に監督義務者としての損
害賠償責任があるとされた事例＞

（和歌山地裁昭和４８年８月１０日判決・判例時報721・
83）

・子どもの責任能力
・保育園園長の代理監督義務者としての監督義務
・親権者の法定監督義務者としての監督義務

・両者の義務の関係（保育園に責任があるときは親
権者は責任を免れるか）



保育事故における各種事例
８ 子どもによる傷害

Cf.＜１１歳の未成年者が校庭のゴールに向けてフリー
キックの練習をしていてサッカーボールを蹴ったと
ころ、ボールが校庭外道路へ転がり出ていき、道路
をバイクで走行していた被害者がこれを避けようと
して転倒して負傷、その後死亡したことについて遺
族が、その親権者に損害賠償請求をしたが認められ
なかった事例＞

（最高裁平成２７年４月９日判決・裁判所ＨＰ掲載）

・責任能力のない未成年者の親権者の監督義務について、
従来非常に認められにくかった親権者の監督義務を尽
くしたことによる免責の判断が緩和される余地が生じ
た



近年の特徴的な危機管理

１ モンスターペアレント

●園に対して自己中心的かつ理不尽な要求や
クレームをしてくる保護者

→対応に心理的・時間的負担を要し、他の
保護者へも悪影響を及ぼす



近年の特徴的な危機管理

１ モンスターペアレント

●モンスターペアレントの特徴
・自分の子供のことしか考えない
・子供同士のトラブルや怪我に過剰に介入
・自分の思い通りにならないと気が済まな
い

・小さなミスに揚げ足取りする
・話している間に論点がずれる
・感情の起伏が激しい
・弱い立場の人に強い態度をとる



近年の特徴的な危機管理

１ モンスターペアレント

●モンスターペアレントへの対応

・内容（クレームの日付・場所・時間も含

む）を記録しておく。理不尽な要求には

録音する旨をことわることも抑止力にな

る

・複数人で対応する。相手への抑止力や

証人になる。



近年の特徴的な危機管理

１ モンスターペアレント

●モンスターペアレントへの対応

・誠心誠意対応しているという姿勢を見せ

る。話の途中で遮ったり反論したりしな

い。

・非があるところは認めるが、謝罪の範囲

は限定する（全てのクレームを認めるわ

けではない）。



近年の特徴的な危機管理

１ モンスターペアレント

●モンスターペアレントへの対応

・園として対応できることとできないこと

を明確化する

・保育士一人で悩まずに周囲に相談する



近年の特徴的な危機管理

２ ＳＮＳと危機管理

●職場の情報を投稿しない
子供だけでなく、施設や近隣の写真も
→複数の投稿を繋ぎ合わせて特定の恐れ

●信頼を落とす投稿をしない
プライベートであってもお酒やタバコ、交際
関係などで評判を落とす恐れ

※むやみに個人が特定される情報を投稿しない、
投稿する場合は公開範囲を限定したりブロック
したりすること



近年の特徴的な危機管理

２ ＳＮＳと危機管理

●保護者とＳＮＳで友達にならない

仕事とプライベートが曖昧になる、保護者
同士のいざこざ等に巻き込まれる恐れ

●保護者によるＳＮＳでの写真等の投稿にも
注意（プライバシーや肖像権）



ご清聴ありがとうございました。


